
許可事務公所判定チェックリスト

いわて盛土情報システムの担当課区分図の判定結果 → 

土地の所在地

盛土・切土の高さ

盛土・切土の目的

都市計画法第29条（開発許可）の許可を要する

盛土・切土の面積

森林法第34条の許可又は届出を要する

自然環境保全法第25条第４項の許可又は第28条第１項の届出を要する

農業振興地域の整備に関する法律第15条の２の許可を要する

森林法第26条又は第26条の２の保安林解除申請を要する

盛土規制法 許可要件・規模チェックリスト
（分かる範囲で御記入のうえ相談窓口へお持ちください）

第25条第２項の届出を要する

の届出を要する

岩手県自然環境保全条例第15条第４項の許可又は第17条第１項、第23条第１項若しくは

国有林野管理経営法第７条の貸付手続を要する

自然公園法第20条第３項、第21条第３項若しくは第22条第３項の許可又は第33条第１項

県立自然公園条例第10条第４項の許可又は第12条第１項の届出を要する
森林法第10条の２の許可若しくは協議又は第10条の８の届出を要する

農地法第４条又は第５条の許可を要する

地番まで御記入ください

最大値で御記入ください

４月時点案

183



都市計画法開発許可手続きにおける盛土規制法みなしチェックフロー

該当する

 次のいずれかの要件に該当するか？  次のいずれかの要件に該当するか？
・盛土で高さ１ｍ超の崖が生ずる ・盛土で高さ１ｍ超の崖が生ずる
・切土で高さ２ｍ超の崖が生ずる ・切土で高さ２ｍ超の崖が生ずる
・盛土と切土を同時に行って、高さ２ｍ超の崖を生ずる ・盛土と切土を同時に行って、高さ２ｍ超の崖を生ずる
・盛土で高さ２ｍ超 ・盛土で高さ２ｍ超
・盛土または切土の面積500㎡超 ・盛土または切土の面積500㎡超
該当する 該当する

 次のいずれかの要件に該当するか？  次のいずれかの要件に該当するか？
・盛土で高さ２ｍ超の崖が生ずる ・盛土で高さ２ｍ超の崖が生ずる
・切土で高さ５ｍ超の崖が生ずる ・切土で高さ５ｍ超の崖が生ずる
・盛土と切土を同時に行って、高さ５ｍ超の崖を生ずる ・盛土と切土を同時に行って、高さ５ｍ超の崖を生ずる
・盛土で高さ５ｍ超 ・盛土で高さ５ｍ超
・盛土または切土の面積3,000㎡超 ・盛土または切土の面積3,000㎡超
該当する 該当する

 盛土規制法の「定期報告」を要します。  盛土規制法の「定期報告」を要します。

さらに さらに

該当する 該当する

 盛土規制法の手続きはあ
りません。

 本許可により、盛土規制法の許可があった
こととみなされます。定期報告や中間検査を
怠った場合、都市計画法及び盛土規制法の監
督処分の対象となり、本許可の検査済証を受
けることができなくなります。

 本許可により、盛土規制法の許可があった
こととみなされます。定期報告や中間検査を
怠った場合、都市計画法及び盛土規制法の監
督処分の対象となり、本許可の検査済証を受
けることができなくなります。

 盛土規制法の担当窓口から「定期報告マニュアル」を受け取り、
適切な手続きをしてください。

 盛土規制法の「宅地造成等工事規制区域」に該当するか？  盛土規制法の「特定盛土等規制区域」に該当します。

手
続
を
要
し
な
い

 盛土規制法の担当窓口から「定期報告マニュアル」を受け取り、
適切な手続きをしてください。

手
続
を
要
し
な
い

 本許可により、盛土規制
法の許可があったこととみ
なされます。盛土規制法の
監督処分の対象となります
ので、法面や擁壁は適切に
管理するようお願いしま
す。

 盛土前の原地盤に「暗渠排水工」を計画しているか？  盛土前の原地盤に「暗渠排水工」を計画しているか？

 盛土規制法の「中間検査」を要します。
 盛土規制法の担当窓口に御相談ください。

 盛土規制法の「中間検査」を要します。
 盛土規制法の担当窓口に御相談ください。

該当しない

該当しない

該当しない

該当しない

該当しない

該当しない 該当しない
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